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令和３年１月農業委員会総会議事録 

 

日   時 令和３年１月２９日（金曜日）議事開始 午前 ８時４６分 

 

場   所 えびの市役所 １－３・４会議室 

 

出 席 委 員  

【農業委員】 尾山 實文  竹下 助範  山下 正成  下原 小枝子 

       栗下 章二  岩屋 美智子 稲田  優  田中 雄策   

       田上 みゆき 

【推進委員】 今回は新型コロナウィルス感染拡大防止対策のため、推進委員は 

      招集していない。 

欠 席 委 員  

【農業委員】   前原 幸太郎 

事務局職員  

      事務局長  押川 国智     事務局長補佐  鳥澤 庄司  

      農地調整係長 川上 大輔    農地調整係主査 大園 あけみ 

      農地調整係主任主事 松下 理恵 農地調整係主事 池田 哲也  
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議   題  

    報告第２０号 農地等の合意解約について 

    報告第２１号 農用地利用配分計画について 

    議案第５６号 農地法第３条の規定による許可申請について 

    議案第５７号 空き家に附属した農地の指定について 

    議案第５８号 農用地利用集積計画について 

    議案第５９号 事業計画の変更申請について 

    議案第６０号 農地法第４条の規定による許可申請について 

    議案第６１号 農地法第５条の規定による許可申請について 

    議案第６２号 非農地証明願いについて 
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事務局長  それではただいまから令和３年１月定例農業委員会総会を開催いた 

     します。ご起立をお願いいたします。一同礼。おはようございます。ご着 

     席ください。 

尾山会長  【あいさつ・・・・】 

尾山議長  次ぎに委員の出席状況を報告いたします。前原委員から本日の会議に欠 

     席する旨、届出がありましたので報告します。よって、ただ今の出席者は 

     農業委員９人で定足数に達しております。 

尾山議長  これより会議を開きます。議事に入る前に議事録署名委員に、岩屋委 

     員と田中委員を指名いたします。それでは、ただ今から今月の議事に入り 

     ます｡報告第２０号から報告第２１号及び議案第５６号から議案第６２号 

     までを一括議題といたします。事務局長に議案の朗読をお願いします。 

事務局長  （議案朗読） 

尾山議長  議案の朗読が終わりました。これより報告及び審議に入ります。まず、 

     報告第２０号「農地等の合意解約について」事務局から説明をお願いしま 

     す。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、報告第２０号についてご説明いたします。今月の合意解約 

     件数は４６件でございます。２ページをご覧ください。 

      令和３年１月分の合意解約一覧につきましては、ご覧のとおりでござ 

     います。今月の総会案件と関連がないものについて、順にご説明いたしま 

     す。 

      ２ページから３ページをご覧ください。整理番号１番から３２番までは、 

     白鳥地区畑かん基盤整備事業の対象地でございます。先月１２月総会での 

     議案第５２号の基盤法の利用権設定の案件との関連でございます。 

      整理番号３４番につきましては、所有者にて自作するため、解約される 

     ものでございます。 
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      整理番号４４番につきましては、農地中間管理事業へ移行するため、解 

     約されるものでございます。 

      整理番号４６番につきましては、耕作者より申出があったため、解約 

     されるものでございます。今後につきましては、未定との事でございます。 

     以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質問がないようですので、次に報告第２１号「農用地利用配分計画に 

     ついて」事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、報告第２１号「農用地利用配分計画について」ご報告いたし 

     ます。３ページをご覧ください。今月の農用地利用配分計画については、 

     令和３年１月１日付けで県知事が認可した案件をご報告するものでござ 

     います。合計３１件の８５筆、１２２，９６３．５０㎡となっております。 

     詳細につきましては、６ページから１４ページに記載のとおりです。以上、 

     ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。何かご質問はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質問がないようですので、以上で報告を終わります。次に、議案第５６ 

     号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

     事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは議案第５６号についてご説明いたします。１５ページをご覧 

     ください。今月の許可申請件数は、所有権移転２２件、貸借１件の合計 

     ２３件です。申請人の住所・氏名は省略して、申請内容については、概略 
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     ご説明いたしす。まず、所有権移転からご説明いたしますので１６ページ 

     をご覧ください。 

      整理番号１番、田３筆、２，７８８㎡の売買です。価格は総額○○円で 

     す。竹下会長代理の掘起しです。 

      整理番号２番、１６ページから１７ページをご覧ください。畑１筆、 

     ７４７㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号３番、田２筆、２，８３５㎡の売買です。価格は総額○○円で 

     す。 

      整理番号４番、１７ページから１９ページをご覧ください。田６筆、畑 

     ３筆、計９筆１４，０７６㎡の贈与です。２０ページをご覧ください。 

      整理番号５番と６番は関連がございますので、併せて、ご説明いたしま 

     す。整理番号５番、田１筆、６７２㎡と整理番号６番、田１筆、６８２㎡ 

     の交換です。整理番号６番の受人の経営面積が１，５１７㎡と農地法第３ 

     条第２項第５号の下限面積の要件を満たしていませんが、農地の権利移動 

     の不許可の例外規定である農地法施行令第２条第３項第２号「その権利を 

     取得しようとする者が、農業委員会のあっせんに基づく農地又は採草放牧 

     地の交換によりその権利を取得しようとするものであり、かつ、その交換 

     の相手方の耕作の事業に供すべき農地の面積の合計又は耕作若しくは養畜 

     の事業に供すべき採草放牧地の面積の合計がその交換による権利の移転の 

     結果法第三条第二項第五号に規定する面積を下回ることとならないと認め 

     られること。」の要件を満たしていると判断しております。 

      整理番号７番、２０ページから２１ページをご覧ください。田２筆、 

     ２，１１０㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号８番、田１筆、９８０㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号９番、２１ページから２２ページをご覧ください。田４筆、 

     ２，２９９㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号１０番と１１番は関連がございますので、併せて、ご説明いた 

     します。２２ページから２３ページをご覧ください。整理番号１０番、 
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     田１筆４１８㎡と整理番号１１番、田１筆５７㎡の交換でございます。 

     整理番号１０番の受人の経営面積が５３５㎡と農地法第３条第２項第５号 

     の下限面積の要件を満たしていませんが、農地の権利移動の不許可の例外 

     規定である農地法施行令第２条第３項第３号「その位置、面積、形状等 

     からみてこれに隣接する農地又は採草放牧地と一体として利用しなければ 

     利用することが困難と認められる農地又は採草放牧地につき、当該隣接 

     する農地又は採草放牧地を現に耕作又は養畜の事業に供している者が権利 

     を取得すること。」の要件を満たしていると判断しております。 

      整理番号１２番、田１筆、６４８㎡の贈与です。受人と渡人の関係は、 

     甥と叔父になります。 

      整理番号１３番、２３ページから２４ページをご覧ください。田２筆、 

     ２，７２３㎡の売買です。こちらは、令和２年６月総会で空き家に附属 

     した農地に指定されており、今回、売買となっています。価格は宅地を 

     含んで総額○○円です。 

      整理番号１４番、２４ページから２５ページをご覧ください。田３筆、 

     ６，５１４㎡の贈与です。受人と渡人の関係は義理の親子ございます。 

      整理番号１５番、田１筆、７７８㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号１６番、畑１筆、１３６㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

     増田委員の掘起しです。 

      整理番号１７番、２５ページから２６ページをご覧ください。田１筆、 

     ８６９㎡の贈与です。受人と渡人の関係は親子でございます。こちらは 

     農業振興地域内農用地外１０アール要件での取得となります。 

      整理番号１８番、田３筆、２，１１５㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。伊地知委員の掘起しです。２７ページをご覧ください。 

      整理番号１９番、田２筆、２，０５２㎡の売買です。価格は総額○○円 

     です。伊地知委員の掘起しです。 

      整理番号２０番、２７ページから２８ページをご覧ください。田２筆、 

     ５６３㎡の贈与です。 
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      整理番号２１番、２８ページから３３ページをご覧ください。田１８筆、 

     畑６筆、計２４筆２０，２８２㎡の贈与です。受人と渡人の関係は親子で 

     す。３４ページをご覧ください。 

      整理番号２２番、田３筆、９４８㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

     所有権移転につきましては、以上となります。続きまして、貸借について 

     ご説明いたしますので３５ページをご覧ください。 

      整理番号１番、畑２筆、２，７２８㎡の賃貸借です。宮田委員の掘起し 

     です。以上、所有権移転２２件、貸借１件、計２３件です。皆様のご審議 

     方、よろしくお願いします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第５６号については、各担当委員が 

     現地確認等をしていただいていますが、土地の現地確認と申請人「受人」 

     の確認を別々にお願いしております。各委員から報告をしていただきま 

     すが、本日は農業委員のみでの開催となっていますので推進委員の報告は 

     事務局で行います。整理番号１番と２番の土地及び申請人「受人」の確認 

     を竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 それでは、所有権移転整理番号１番と２番について、ご報告いたしま 

     す。まず、整理番号１番について、ご報告いたします。申請農地は○○自 

     治会内にあります。基盤整備は済んでおらず、周囲は水田地帯です。３か 

     所は接しておらず、点在していますが、すぐ近くのため、問題はないと判 

     断いたします。日照・接道・排水は良好です。用水は、昨年の災害で水路 

     に被害が出たため、現在、改修工事中です。 

      続いて、受人の営農状況につきまして、ご報告いたします。受人の営農 

     状況は、○○自治会で稲作主体の兼業農家です。受人は兼業農家ですが、 

     農業にも一生懸命に取り組まれ、所有農地の管理は行き届いている事から 

     地域との調和については、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 
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      次に整理番号２番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会 

     内にあります。基盤は済んでおらず、周囲は、宅地は畑と山林が混在して 

     います。農地の形状は四角形で良好です。日照・接道・排水は良好です。 

     農地の状況は、現在、耕起済でございます。露地野菜を作付けするとの事 

     でございます。 

      続きまして、受人についてご報告いたします。受人は○○自治会で水稲 

     と栗の複合経営の専業農家です。後継者として、娘さんがおられますが、 

     農業をするかは、未定との事でございます。所有農地の管理は行き届いて 

     いることから、地域との調和については、何ら問題ないと判断しました。 

     皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に１７ページの整理番号３番の土地を栗下委員に、申請人「受人」の 

     確認を高谷委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。まず、 

     栗下委員にお願いします。 

栗下委員  議長。 

尾山議長  栗下委員。 

栗下委員  整理番号３番の農地について、ご報告いたします。申請農地は○○自治 

     会内にあります。基盤整備済みで周囲は基盤整備済みの水田地帯です。 

     ２筆ですが、現在、１枚の水田となっています。日照・接道・用排水は 

     良好です。申請農地の隣に受人の農地があった事から渡人から売買につい 

     て、話があり、今回、購入する事となったとの事でした。以上、報告いた 

     します。 

尾山議長  次に事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは高谷委員から報告書を預かっておりますので、代読いたします。 

     整理番号３番の受人について、ご報告いたします。受人は○○自治会で 

     稲作主体の専業農家で後継者はおられます。権利取得後は、水田として利 

     用するとの事です。地域との調和については、定期的に水路の管理や草刈 
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     作業等に参加し、周辺の農家の方々と協力していくとの事です。所有農地 

     の管理も行き届いていることから、何ら問題ないと判断しました。皆様の 

     ご審議方、よろしくお願いいたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に整理番号４番の大字○○の土地を田上委員に、大字○○の土地を 

     西田委員にお願いしていましたが事務局に、大字○○の土地及び申請人「受 

     人」の確認を下原委員にお願いします。まず、田上委員にお願いします。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  整理番号４番の大字○○の農地について、ご報告いたします。申請農地 

     は○○自治会と○○自治会内にあります。まず、坂元自治会内の農地に 

     ついて、ご報告いたします。基盤整備はされていません。農地の形状は 

     ほぼ四角形です。農地の状況はは、南・西側は山林で東・北側は畑です。 

     日照は午後から少し悪くなるようです。接道・排水は良好です。作付け 

     状況は、栗が植栽されており、きれいに整備されていました。続いて、 

     苧畑自治会内の農地について、ご報告いたします。基盤整備はされていま 

     せん。農地の形状は、ほぼ四角形です。農地の状況は、北側が道路に接し 

     ている以外は、全て畑に接しています。日照・接道・排水は良好です。 

     作付けの状況は、三分の二はすでに栗が植栽されていました。残りは 

     生姜収穫後で、きれいに耕起されていました。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは西田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたします。 

     整理番号４番の大字○○の農地について、ご報告いたします。申請農地は 

     ○○自治会内にあります。周辺一帯は基盤整備済みの水田地帯です。現在 

     も水田として耕作されていました。日照・接道・排水は良好です。以上、 

     ご報告いたします。 

尾山議長  次に下原委員にお願いします。 
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下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 

下原委員  整理番号４番の大字○○の農地及び申請人「受人」について、ご報告 

     いたします。申請農地は○○自治会内にあります。基盤整備された水田で 

     日照・接道・用排水は良好です。農地の状況は、１ヵ所でゴーヤが栽培さ 

     れており、残りは水田として利用されています。 

      続いて、受人の営農状況につきまして、ご報告いたします。受人の営農 

     状況は、○○自治会で専業農家です。米、栗、生姜、ゴーヤなどを作付け 

     しています。後継者もいます。所有農地の管理は行き届いている事から 

     地域との調和については、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に２０ページの整理番号５番と６番の土地及び申請人「受人」の確認 

     を杉元委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは杉元委員から報告書を預かっておりますので、代読いたします。 

     整理番号５番及び６番について、ご報告いたします。申請農地２筆は○○ 

     自治会内にあります。基盤整備済みで周囲は基盤整備済みの水田地帯です。 

     日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。整理番号５番の受人は、 

     ○○自治会内の稲作主体の専業農家で整理番号６番の受人は稲作主体の兼 

     業農家です。どちらの受人も所有農地の畔や用水路の管理も行き届いて 

     いる事から地域との調和については、何ら問題ないと判断しました。皆様 

     のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号７番の大字○○字○○の土地を吉田委員、大字○○字○○ 

     の土地を伊地知委員、申請人「受人」の確認を西田委員にお願いしていま 

     したが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 
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尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、吉田委員、伊地知委員、西田委員から報告書を預かっており 

     ますので、代読いたします。 

      まず、吉田委員の報告書を代読いたします。整理番号７番の大字○○字 

     ○○の農地について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会内に 

     あります。基盤整備はされていません。周辺の状況は左右山林の谷に開か 

     れた水田で形状はやや不良です。南側は水田、東・西側は山林、北側は河 

     川に接しています。日照はやや不良ですが、接道・用排水は良好です。 

      続いて、伊地知委員の報告書を代読いたします。整理番号７番の大字 

     ○○字○○の農地について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内 

     にあります。基盤整備済みで周辺は基盤整備済みの水田地帯です。日照・ 

     接道・用排水は良好です。 

      最後に西田委員の報告書を代読いたします。申請人「受人」について、 

     ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自治会内の稲作主体の兼業農 

     家です。権利取得後は、水田として利用するとの事です。受人は、兼業農 

     家ですが、営農に一生懸命で所有農地の管理は行き届いている事から地域 

     との調和については、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に２１ページの整理番号８番の土地を伊地知委員、申請人「受人」の 

     確認を西田委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、伊地知委員、西田委員から報告書を預かっておりますので、 

     代読いたします。 

      まず、伊地知委員の報告書を代読いたします。整理番号８番の農地に 

     ついて、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内にあります。基盤整 

     備済みで周辺は基盤整備済みの水田地帯です。日照・接道・用排水は良好 

     です。 
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      次に申請人「受人」についてですが、先ほど整理番号７番の受人と同一 

     のため、報告は割愛いたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に整理番号９番の土地及び申請人「受人」の確認を西田委員にお願い 

     していましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、西田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。申請農地は○○自治会内にあります。基盤整備は済んでおらず、細長 

     い農地となっております。水田地帯です。日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人についてですが、整理番号７番及び８番の受人と同一の 

     ため、報告は割愛いたします。以上、報告いたします。 

尾山議長  次に２２ページの整理番号１０番の土地を竹下会長代理に、申請人「受 

     人」の確認を吉田委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。 

     まず、竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 それでは、整理番号１０番の農地について、ご報告いたします。整理 

     番号１１番とも関連がありますので整理番号１１番も併せて、ご報告いた 

     します。整理番号１０番及び１１番の申請農地は、○○平自治会内にあり 

     ます。昭和６１年頃に市道を通す事業がありましたが、その時に圃場が 

     上下に分断されました。その時の事業の施行業者が、事業が終了したら、 

     登記の交換の手続きをするとの事でしたが、事業が終了したあとも交換 

     せずに現在まで至った状況です。整理番号１１番の農地は５７㎡と狭い 

     農地ですが、整理番号１１番の受人の農地のど真ん中にポツンと残って 

     いる状況です。農地の状況は、昨年の災害で被害受けているので耕作は 

     できない状況です。交換ですが、農地の面積が違うのは、そういう状況の 

     ためでございます。日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、整理番号１１番の受人について、ご報告いたします。受人の営 
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     農状況は、○○自治会内で稲作主体の専業農家です。所有農地の管理は 

     行き届いている事から地域との調和については、何ら問題ないと判断しま 

     した。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。以上、ご報告いたし 

     ます。 

尾山議長  次に事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、吉田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。受人の営農状況は○○自治会内で稲作主体の兼業農家です。受人は、 

     兼業ですが、所有農地の管理も行き届いている事から地域との調和につい 

     ては、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願い 

     いたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に２３ページの整理番号１２番の土地及び申請人「受人」の確認を 

     田中委員にお願いします。 

田中委員 議長。 

尾山議長  田中委員。 

田中委員  それでは、整理番号１２番について、ご報告いたします。申請農地は 

     ○○自治会内にあります。基盤整備は済んでおらず、周囲は水田地帯です。 

     形状は良好で日照・接道・排水は良好です。農地の状況は、ホウレン草が 

     作付けされていました。 

      続いて、受人の営農状況につきまして、ご報告いたします。受人の営農 

     状況は、○○自治会で露地野菜主体の兼業農家です。受人と渡人の関係は、 

     渡人が受人の祖父の弟との事です。受人は兼業農家ですが、農業にも一生 

     懸命に取り組まれ、所有農地の管理は行き届いている事から地域との調和 

     については、何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしく 

     お願いいたします。 

尾山議長  次に整理番号１３番の土地を福迫委員にお願いしていましたが事務局に、 

     申請人「受人」の確認を事務局にお願いします。 
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事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは福迫委員から報告書を預かっておりますので、代読いたします。 

      整理番号１３番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内 

     にあります。基盤整備はされてなく、登記上は２筆ですが、現況は５枚の 

     水田となっています。周辺の状況は、水田地帯ですが、東側は河川、西側 

     は道路に接している長方形の水田です。三方、山林に接しているので日照 

     不足でやや条件が悪いですが、下払い等管理がされていました。遊休農地 

     ですが、水稲作付けは可能と判断しました。以上、報告いたします。 

      続いて、受人について、事務局よりご報告いたします。受人は、えびの 

     市への移住希望者で今回、申請農地に隣接する空き家の売買も決まった 

     ため、隣接する農地を申請したところです。現在は、○○でございますが、 

     ３月に退職して、えびの市に移住するとの事でございます。権利取得後は、 

     水稲を作付けする予定しており、農器具等は、初めのうちはリースを考え 

     ているとの事でございます。今後は、地域の活動にも積極的に参加したい 

     との事でした。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

尾山議長  次に２４ページの整理番号１４番の大字○○と○○の土地を下原委員に、 

     大字○○の土地を山口委員にお願いしていましたが事務局に、申請人「受 

     人」の確認を福迫委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。 

     まず、下原委員にお願いします。 

下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 

下原委員  それでは、整理番号１４番の大字○○と○○の農地について、ご報告 

     いたします。申請農地は○○自治会内にあります。基盤整備は済んでおり、 

     周囲は基盤整備済みの水田地帯で日照・接道・排水は良好です。大字○○ 

     の農地は、形状が三角形です。農地の状況は、２筆ともすでに耕起されて 

     いました。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に事務局にお願いします。 
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事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、山口委員、福迫委員から報告書を預かっておりますので、 

     代読いたします。 

      まず、山口委員の報告書を代読いたします。整理番号１４番の大字○○ 

     の農地について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会内にありま 

     す。基盤整備はされており、周囲は基盤整備済みの水田地帯です。日照・ 

     接道・用排水は良好です。畔や水路の管理もしっかりとされていました。 

     以上、ご報告いたします。 

      続いて、福迫委員の報告書を代読いたします。整理番号１４番の受人に 

     ついて、受人の営農状況は、○○自治会で稲作主体の兼業農家です。渡人 

     である義父が高齢のため、一昨年より夫婦で耕作しているとの事でござい 

     ます。地域との調和については、所有農地と同様に畦や水路の管理も適切 

     に管理している事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に２５ページの整理番号１５番の土地及び申請人「受人」の確認を 

     竹下会長代理にお願いします。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 それでは、整理番号１５番について、ご報告いたします。申請農地は 

     ○○自治会内にあります。基盤整備はできていません、農地の形状は、 

     不整形で不良です。周辺の状況は、西側は水田、東・南側は山林に接して 

     います。日照は、やや不良です。接道・用排水は良好です。作付け状況は 

     ずっと水稲を作付けしていたとの事です。東・南側の山林については、 

     所有者に話しをして、受人で伐採するとの事でした。 

      続いて、受人の営農状況につきまして、ご報告いたします。受人の営農 

     状況は、○○自治会で稲作主体の専業農家です。受人の農地が申請農地と 

     隣接していた事から売買となったとの事です。後継者はおりますが、市内 
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     の会社で働いているとの事でした。権利取得後は、水稲を作付けするとの 

     事です。所有農地の管理は行き届いている事から地域との調和については、 

     何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたしま 

     す。 

尾山議長  次に整理番号１６番の土地及び申請人「受人」の確認を増田委員にお願 

     いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、増田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。 

      整理番号１６番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会 

     内にあります。周辺一帯は水田地帯です。形状はやや不良ですが、日照・ 

     接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○ 

     自治会で稲作主体の兼業農家です。地域との調和については、兼業農家で 

     ありますが、営農にも一生懸命に取り組まれ、所有農地の管理も行き届い 

     ている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしく 

     お願いいたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に整理番号１７番の土地及び申請人「受人」の確認を溝添委員にお願 

     いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、溝添委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。 

      整理番号１７番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会 

     内にあります。基盤整備はされておりません。周辺一帯は水田と南側には 

     ハウスがございます。日照・接道・用排水は良好です。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○ 
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     自治会で繁殖牛主体の専業農家です。地域との調和については、周辺の農 

     家と協力して、水路等の管理に努めたいとの事です。また、所有農地の管 

     理も行き届いている事から何ら問題ないと判断しました。皆様のご審議方、 

     よろしくお願いいたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に２６ページの整理番号１８番と２７ページの整理番号１９番の土地 

     及び申請人「受人」の確認を伊地知委員にお願いしていましたが、事務局 

     にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、伊地知委員から報告書を預かっておりますので、代読いたし 

     ます。 

      まず、整理番号１８番及び１９番の農地５筆について、ご報告いたしま 

     す。申請農地は、杉水流自治会内にあります。整理番号１８番の字○○と 

     字○○、整理番号１９番の２筆は基盤整備済みです。残りの１筆は基盤整 

     備がされていませんが、形状は良好です。周辺一帯のほとんどが水田地帯 

     です。農地の全ては、日照・接道・用排水は良好です。農地の状況は水稲 

     が作付けされていたとの事です。 

      続いて、整理番号１８番と整理番号１９番の受人について、ご報告いた 

     します。受人の営農状況は、稲作主体の兼業農家です。現在は、受人の父 

     親が経営している農業法人で働いているとの事です。権利取得後は、水稲 

     を作付けするとの事でございます。地域との調和については、受人は兼業 

     農家ですが、営農にも一生懸命に取り組まれ、所有農地の管理も行き届い 

     ており、水路等の管理も協力して行っていくとの事でしたので何ら問題 

     ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。以上、 

     ご報告いたします。 

尾山議長  次に整理番号２０番の土地及び申請人「受人」の確認を園田委員にお願 

     いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 
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尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、園田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。 

      整理番号２０番について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会 

     内にあります。基盤整備はされておらず、雑草も生えておらず、よく管理 

     がなされておりました。現在は水田でありますが、矢岳からの用水路が 

     壊れており、用水が来ないので草刈など管理のみを行っているとの事でし 

     た。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自 

     治会で稲作主体の兼業農家です。地域との調和については、今後も周囲に 

     迷惑を掛けないように管理していくとの事でしたので何ら問題ないと判断 

     しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。以上、ご報告い 

     たします。 

尾山議長  次に２８ページの整理番号２１番の大字○○の土地を増田委員に、大字 

     ○○の土地及び申請人「受人」の確認を谷口委員にお願いしていましたが、 

     事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、増田委員、谷口委員から報告書を預かっておりますので、 

     代読いたします。 

      まず、増田委員の報告書を代読いたします。整理番号２１番の大字○○ 

     の農地について、ご報告いたします。申請農地は、○○自治会内にありま 

     す。基盤整備はされておりません。周辺一帯は水田地帯です。日照・接道・ 

     用排水は良好です。以上、ご報告いたします 

      次に谷口委員の報告書を代読いたします。整理番号２１番の大字○○と 

     申請人「受人」について、ご報告いたします。まず、農地からご報告いた 

     します。申請農地は、○○及び○○自治会内にあります。○○自治会内の 

     農地については、基盤整備済みで周辺一帯は水田地帯です。とても条件の 
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     良い場所です。日照・接道・用排水は良好です。続いて、○○自治会内の 

     農地につきましては、現在、○○地区畑かん事業による基盤整備の実施中 

     で農地の区画が出来つつあります。基盤整備完了後は、日照・接道・用排 

     水は良好になるようです。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自 

     治会で稲作主体の兼業農家です。今までも渡人である親と共に農業経営を 

     してきました。基盤整備完了後は、水稲や里芋などを作付けするとの事で 

     ございます。地域との調和については、受人は兼業農家でありますが、営 

     農にも一生懸命取組まれ、所有農地の管理も行き届いている事から何ら 

     問題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

     以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に３４ページの整理番号２２番の土地及び申請人「受人」の確認を 

     谷口委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、谷口委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。 

      整理番号２２番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内 

     にあります。こちらの農地も整理番号２１番の農地と同様で現在、○○地 

     区畑かん事業による基盤整備の実施中で農地の区画が出来つつあります。 

     基盤整備完了後は、日照・接道・用排水は良好になるようです。 

      続いて、受人についてですが、整理番号２１番の受人と同一のため、 

     報告につきましては、割愛いたします。皆様のご審議方、よろしくお願い 

     いたします。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  次に３５ペ－ジの貸借整理番号１番の土地及び申請人「受人」の確認を 

     宮田委員にお願いしていましたが、事務局にお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 
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事務局   それでは、宮田委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。 

      貸借整理番号１番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会 

     内にあります。基盤整備はされておらず、畑と山林に接しています。農地 

     の形状は良好です。日照・接道・排水も良好です。農地の状況は、現在、 

     里芋が作付けされていました。 

      続いて、受人について、ご報告いたします。受人の営農状況は、○○自 

     治会で稲作と露地野菜の複合経営の専業農家です。権利取得後は、ほうれ 

     ん草を作付けするとの事でございます。地域との調和については、所有農 

     地の管理も行き届いており、地域の作業にも積極的に参加するなど何ら問 

     題ないと判断しました。皆様のご審議方、よろしくお願いいたします。 

     以上、ご報告いたします。 

尾山議長  各委員の説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説明 

     をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   今回の申請内容につきましては、農地法第３条第２項第１号から第６号 

     まで事前に事務局で申請書に基づき調査しましたが、問題はありません 

     でした。農地法第３条第２項第７号につきましては、委員の皆様より事前 

     調査の報告がありましたとおりであり、地域との調和要件など問題はない 

     ということでございます。 

      従いまして、計２３件につきましては、農地法第３条第２項各号に該当 

     しないため、許可要件をすべて満たしていると判断いたします。以上で 

     ございます。 

尾山議長  ただ今、各委員及び事務局より説明がありました。これより議案第５６ 

     号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

稲田委員  議長。 

尾山議長  稲田委員。 
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稲田委員  ２８ページの整理番号２１番について、お聞きいたします。受人の経営 

     面積が２ヘクタールありますが、今度、贈与でもらう農地が２ヘクタール 

     ですが、権利取得後の経営面積は４ヘクタールになるのでしょうか。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   ただいまの稲田委員のご質問にお答えします。整理番号２１番の受人と 

     渡人は親子で同一世帯となります。今回の案件は、親の所有農地を子に 

     贈与、名義変更するだけとなりますので経営面積の２ヘクタールに増減は 

     ありません。以上でございます。 

尾山議長  稲田委員、よろしいでしょうか。 

稲田委員  はい、 

事務局   他に質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第５６号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。次に議案第 

     ５７号「空き家に附属した農地の指定について」を議題といたします。事 

     務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   議案第５７号についてご説明いたします。今月の指定申出件数は２件です。 

     申出人の住所・氏名は省略し、内容については概略後説明致します。３７ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号１番、畑１筆、７１４㎡です。空き家バンクは登録済で農地の 

     状況としては、全部、遊休化しております。 

      整理番号２番、畑１筆、２，６２８㎡です。空き家バンクは登録済で農 



 22 

     地の状況としては、全部、遊休化しております。以上、皆様のご審議方、 

     よろしくお願いします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第５７号については、担当委員が現地 

     確認等をしていただいていますので、報告をしていただきます。まず、整理 

     番号１番について、吉留委員にお願していましたが、事務局にお願いし 

     ます。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、吉留委員から報告書を預かっておりますので、代読いたしま 

     す。 

      整理番号１番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。申請農地の状況は、北・南・西側は宅地、東側は竹林に接して 

     います。現在は何も耕作されておらず、遊休化しております。以上、ご報 

     告いたします。 

尾山議長  次に整理番号２番について、田上委員にお願いします。 

田上委員  議長。 

尾山議長  田上委員。 

田上委員  整理番号２番について、ご報告いたします。申請農地は○○自治会内に 

     あります。申請農地の状況は、北は宅地、東側は畑と山林、南側は山林、 

     西側は畑に接しています。現在は何も耕作されておらず、全部遊休化して 

     おりました。以上、ご報告いたします。 

尾山議長  説明が終わりました。続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願い 

     します。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。  

事務局   今回の指定申出内容につきましては、農地法３条第２項第５号の別段面 

     積の取扱基準第５条第２項第１号から４号まで事前に事務局で申出書に 

     基づき調査しましたが、問題ありませんでした。従いまして、空き家に 
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     附属した農地の指定要件を満たしていると考えます。以上、ご報告いたし 

     ます。 

尾山議長  ただいま、事務局より説明がありました。これより議案第５７号の審議に 

     入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第５７号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。ここで 

     しばらく休憩をいたします。 

      （１０分間休憩） 

尾山議長  休憩前に引き続き、会議を開きます。ここで次に議案第５８号「農用地利 

     用集積計画について」を議題といたします。事務局から説明をお願いしま 

     す。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、議案第５２号「農用地利用集積計画について」をご説明する 

     前に１件取下げがございましたので議案書の訂正をお願いいたします。 

     ７３ページをご覧ください。整理番号３２番です。○○の田１筆を農地中 

     間管理事業に貸し付ける案件でございましたが、売買が決まったとの事で 

     取下げの申出がありましたので削除していただきますようお願いいたしま 

     す。それでは、議案第５２号「農用地利用集積計画について」をご説明い 

     たしますので３９ページをご覧ください。今月の計画件数は、所有権移転 

     ７件、利用権設定４６件、合計５３件となっております。利用権設定の 

     うち、農地中間管理事業が２３件となっております。申出人の住所・氏名、 

     期間、備考欄に関しましては、特記事項のみ説明し、他は省略させていた 

     だきます。はじめに、所有権移転関係についてご説明いたします。 
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     ３９ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田１筆、６１４㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号２番、３９ページから４０ページをご覧ください。田３筆、 

     １，２１８㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号３番、田２筆、５，８５９㎡の売買です。価格は総額○○円で 

     す。 

      整理番号４番、４０ページから４１ページをご覧ください。田３筆、 

     畑２筆、計５筆５，１６１㎡の売買です。価格は総額○○円です。４２ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号５番、田１筆、５，４６７㎡の売買です。価格は総額○○円で 

     す。栗下委員の掘起しです。 

      整理番号６番、田１筆、９７９㎡の売買です。価格は総額○○円です。 

      整理番号７番、４２ページから４３ページをご覧ください。田２筆、 

     ３，８１５㎡の売買です。価格は総額○○円です。山口委員の掘起しです。 

     こちらの案件は売買事業の即売りタイプでの売買となります。所有者から 

     いったん農業振興公社が買受けて、来月の総会で公社が受人に売渡す予定 

     となっております。以上、所有権移転７件です。続きまして、利用権設定 

     について、ご説明いたします。なお、利用権設定については、借賃及び 

     貸借期間についても省略し、特記事項のみ説明させていただきます。９ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号１番、田１筆、８４９㎡の賃貸借です。 

      整理番号２番、田２筆、８００㎡の賃貸借です。４５ページをご覧くだ 

     さい。 

      整理番号３番、４５ページから４６ページをご覧ください。田６筆、 

     ３，１９７㎡の賃貸借です。 

      整理番号４番、田１筆、８１６㎡の賃貸借です。吉留委員の掘起しです。 

     ４７ページをご覧ください。 

      整理番号５番、田１筆、１，０５６㎡の賃貸借です。吉留委員の掘起し 
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     です。 

      整理番号６番、４７ページから４８ページをご覧ください。田６筆、 

     ３，２５５㎡の賃貸借です。 

      整理番号７番、４８ページから４９ページをご覧ください。田１筆、 

     １，１１６㎡の賃貸借です。 

      整理番号８番、田１筆、２，０００㎡の賃貸借です。 

      整理番号９番、田１筆、３，７００㎡の賃貸借です。 

      整理番号１０番、４９ページから５１ページをご覧ください。田２筆、 

     畑４筆、計６筆７，１６３㎡の賃貸借です。 

      整理番号１１番、田２筆、２，２９４㎡の賃貸借です。５２ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号１２番、５２ページから５４ページをご覧ください。田３筆、 

     畑７筆、計１０筆９，９３７㎡の使用貸借です。 

      整理番号１３番、畑１筆、９２５㎡の賃貸借です。５５ページをご覧 

     ください。 

      整理番号１４番、畑１筆、３，４７４㎡の賃貸借です。 

      整理番号１５番、畑１筆、２，９８１㎡の賃貸借です。 

      整理番号１６番、５５ページから５６ページをご覧ください。田３筆、 

     ４，２７９㎡の賃貸借です。 

      整理番号１７番、５６ページから５７ページをご覧ください。畑４筆、 

     ４，０６５㎡の賃貸借です。 

      整理番号１８番、畑１筆、１，８０４㎡の賃貸借です。５８ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号１９番、田２筆、１，７０１㎡の賃貸借です。 

      整理番号２０番、５８ページから５９ページをご覧ください。田３筆、 

     ４，４８１㎡の賃貸借です。 

      整理番号２１番、５９ページから６０ページをご覧ください。田３筆、 

     畑１筆、計４筆３，５８２㎡の賃貸借です。 
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      整理番号２２番、６０ページから６１ページをご覧ください。田３筆、 

     ５，２５４㎡の賃貸借です。 

      整理番号２３番、田３筆、１，６２６㎡の賃貸借です。６２ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号２４番から整理番号４７番までが農地中間管理事業となります 

     ので、その旨の説明は省略させていただきます。 

      整理番号２４番、田３筆、６，８３４㎡の賃貸借です。 

      整理番号２５番、６２ページから６３ページをご覧ください。田１筆、 

     １，１０８㎡の賃貸借です。 

      整理番号２６番、６３ページから６７ページをご覧ください。田１８筆、 

     １２，８１９㎡の賃貸借です。 

      整理番号２７番、６７ページから７０ページをご覧ください。田１３筆、 

     ６，９７１㎡の賃貸借です。 

      整理番号２８番、７０ページら７１ページをご覧ください。田５筆、 

     ５，５４６㎡の賃貸借です。７２ページをご覧ください。 

      整理番号２９番、田１筆、３，１９１㎡の賃貸借です。。 

      整理番号３０番、田１筆、２，１１２㎡の賃貸借です。 

      整理番号３１番、田１筆、３，０３０㎡の賃貸借です。７３ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号３２番は先ほど説明したとおり、取下げです。 

      整理番号３３番、７３ページから７４ページをご覧ください。田７筆、 

     １０，２８５㎡の賃貸借です。７５ページをご覧ください。 

      整理番号３４番、田２筆、１，８２４㎡の賃貸借です。 

      整理番号３５番、田１筆、１，６５１㎡の賃貸借です。７６ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号３６番、田３筆、２，０８６㎡の賃貸借です。 

      整理番号３７番、７６ページから７９ページをご覧ください。田１０筆、 

     １１，５１１㎡の賃貸借です。 
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      整理番号３８番、田２筆、１，８３７㎡の賃貸借です。８０ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号３９番、８０ページから８１ページをご覧ください。田４筆、 

     畑３筆、計７筆１２，７０４㎡の賃貸借です。 

      整理番号４０番、８１ページから８２ページをご覧ください。田５筆、 

     ３，８６６㎡の賃貸借です。８３ページをご覧ください。 

      整理番号４１番、田４筆、８，２２０㎡の賃貸借です。８４ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号４２番、田２筆、２，０９１㎡の賃貸借です。 

      整理番号４３番、田１筆、１，４１０㎡の賃貸借です。８５ページを 

     ご覧ください。 

      整理番号４４番、畑３筆、１，４７９㎡の使用貸借です。 

      整理番号４５番、８５ページから８６ページをご覧ください。田１筆、 

     １，６４４㎡の賃貸借です。 

      整理番号４６番、８６ページから８７ページをご覧ください。田１筆、 

     畑４筆、計５筆、５，８８８㎡の賃貸借です。 

      整理番号４７番、田２筆、２，２１７㎡の使用貸借です。 

      以上、計画内容は、市の基本構想に基づくものであり、それぞれ利用権 

     設定等を受ける者が農用地の全てを効率的に利用して耕作すること、農作 

     業に常時従事することなど、農業経営基盤強化促進法第１８条第３項の 

     各要件を満たしていると考えます。以上、ご審議方よろしくお願いいたし 

     ます。 

尾山議長  ただ今、事務局の説明が終わりました。これより議案第５８号の審議に 

     入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありませんか。 

山下委員  議長。 

尾山議長  山下委員。 

山下委員  ６２ページの整理番号２５番から４７番の農地中間管理機構の案件で 

     すが、賃借料にばらつきがあるように思うのですが、どのように決められ 
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     たのか、お聞きします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局 

事務局   ただいまの山下委員のご質問にお答えいたします。今月の農地中間管理 

     機構の案件で整理番号４７番を除く、ほとんどの案件が今までＪＡで実施 

     していた農用地円滑化事業を利用して利用権設定をしてきましたが、農用 

     地円滑化事業が廃止された事により、農地中間管理事業へ移行となります。 

     賃借料については、今までの円滑化事業での賃借料と同額、受人も同じ方 

     での設定となっているようです。以上です。 

事務局長  議長。 

尾山議長  事務局長 

事務局長  補足説明をさせていただきます。農地中間管理機構の案件は配分する 

     担い手も決まっています。担い手と所有者で賃借料も決めていますので 

     農地中間管理機構は、ただ、担い手と所有者との間に入っているだけ 

     ですのでいろいろなケースもある事をご理解いただきたいと思います。 

山下委員  議長。 

尾山議長  山下委員。 

山下委員  当事者同士で賃借料を決めているという理解でよろしいでしょうか。 

事務局長  議長。 

尾山議長  事務局長。 

事務局長  そのとおりでございます。 

尾山議長  使用貸借でも農地中間管理機構を利用する場合もあります。間に農地 

     中間管理機構が入るだけですが、そういう案件もあります。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

下原委員  議長。 

尾山議長  下原委員。 

下原委員  先ほど福岡農園の案件がありましたが、畑に露地野菜と明記されて 

     いましたが、具体的にどのような野菜を作付けされているのか、お聞きし 
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     ます。 

尾山議長  事務局、分かりますか。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   後ほど調べてお答えいたします。 

栗下委員  議長。 

尾山議長  栗下委員 

栗下委員  私の農地が近くにありますが、ほとんどホウレン草などを作付けされて 

     いるようです。キャベツが取れる時期はキャベツ、ホウレン草が取れる 

     時期はホウレン草を作付けされているようです。いろいろな農地をこの法 

     人が借りてくれて助かっております。以上です 

尾山議長  下原委員、よろしいでしょうか。 

下原委員  はい。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

竹下会長代理 議長。 

尾山議長  竹下会長代理。 

竹下会長代理 営農類型が稲作なのに、畑で露地野菜と記載があったので勘違いを 

     しやすいのではないでしょうか。 

尾山議長  他に質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。お諮りいた 

     します。議案第５８号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を 

     求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。よってお諮りのとおり決定いたします。議案第 

     ５８号については、原案のとおり決定した旨を市長に通知します。次に、 

     議案第５９号「事業計画変更の申請について」、議案第６０号「農地法第 

     ４条の規定による許可申請について」、議案第６１号「農地法第５条の規 
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     定による許可申請について」、議案第６２号「非農地証明願いについて」 

     を議題といたします。事務局から説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   それでは、議案第５９号「事業計画の変更申請について」ご説明いたし 

     ます。８８ページをご覧ください。今月の事業計画変更件数は２６件で 

     ございます。内容につきましては、８９ページから１２１ページをご覧 

     ください。整理番号１番から２６番まで全部ですが、同一事業となります。 

     また、議案６１号の「農地法第５条の規定による許可申請について」の 

     整理番号１番から３番とも関連しますので、併せて、ご説明いたします。 

      本案件は平成３０年８月総会で皆様にご審議いただき、許可相当として、 

     県に意見書を進達し、令和元年８月に許可となった案件でございますが、 

     このたび事業実施者の変更及び申請地の追加に伴い、事業計画変更申請書 

     及び農地法第５条許可申請書が提出されたしだいでございます。まず、 

     事業計画の変更理由ですが、前回の申請以降、事業実施者が会社法の規定 

     によ会社分割により、合同会社○○から合同会社○○に変更があった事 

     及び前回の申請段階で相続が困難で申請に至らなかった４筆が、今回、 

     新たに追加になった事によるものでございます。内容につきましては、 

     ８９ページから１１８ページの整理番号１番から２３番につきましては、 

     変更前、変更後の記載がございますが、変更点につきましては、合同会社 

     ○○から合同会社○○に事業主体が変わったとい変更でございます。あと、 

     パネル数及び出力数と事業計画面積に変更がございます。ちなみに会社分 

     割による登記がすでに済んでおり、所有権自体は変更となっております。 

     １１９ページから１２１ページをご覧ください。整理番号２４番から２６ 

     番が今回の追加の案件でございます。１１９ページをご覧ください。 

      整理番号２４番、場所が大字○○、田２筆、ここで訂正がございます。 

     合計面積が９３４㎡となっていますが、２，３３９㎡の誤りでございます 

     ので申し訳ございませんが、訂正をお願いいたします。１２０ページを 
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     ご覧ください。 

      整理番号２５番、場所が大字○○、田１筆、１，１２４㎡。１２１ 

     ページをご覧ください。 

      整理番号２６番、場所が大字○○、田１筆、２，０７５㎡で整理番号 

     ２４番から２６番の合計４筆、５，５３８㎡が今回、追加となる案件で 

     ございます。追加後の合計転用面積は、１０５，６９４㎡となっておりま 

     す。 

      併せて、議案第６１号「農地法第５条の規定による許可申請について」 

     整理番号１番から３番について、ご説明いたします。１２５ページをご覧 

     ください。 

      太陽光発電施設用地として、申請があったものでございます。工事期間 

     は、令和３年７月１日から令和３年１０月３１日までとなっております。 

     権利関係は、売買による所有権移転となります。事業費につきましては、 

     今回の土地取得費が○○円、造成工事費○○円、建設工事費○○円、計 

     ○○円を全額融資により対応されるとの事でございます。雨水による排水 

     につきましては、前回申請と同じでございますが、調整池、側溝を経由し 

     て、河川に排水するとの事でございます。 

      続きまして、議案第６０号「農地法第４条の規定による許可申請につい 

     て」ご説明いたします。１２２ページをご覧ください。今月の許可申請件 

     数は１件です。申請人等の住所・氏名、立地基準について説明を省略させ 

     ていただきます。１２３ページをご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、田４筆、２，２５８㎡を山林として 

     申請するものです。工事期間は令和３年２月２８日から令和３年３月３１ 

     日までとなっております。事業費については、造成は自己労力で行い、苗 

     木代○○円、計○○円を全額自己資金で対応するとの事でございます。 

     雨水による排水につきましては、地下浸透で処理いたします。 

      続きまして、議案第６１号「農地法第５条の規定による許可申請につい 

     て」ご説明いたします。１２４ページをご覧ください。今月の許可申請件 
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     数は６件です。申請人等の住所・氏名、立地基準については説明を省略 

     させていただきます。また、整理番号１番から３番につきましては、先 

     ほど議案第５９号の「事業計画の変更申請について」で併せて、説明して 

     いますので説明を割愛させていただきます。１２６ページをご覧ください。 

      整理番号４番、場所が大字○○、畑２筆、４９９㎡を一般個人住宅用地 

     として、申請するものでございます。権利関係は贈与です。受人と渡人の 

     関係は義理の親子です。工事期間は令和３年３月５日から令和３年９月 

     ３０日までとなっております。事業費につきましては、造成費○○円、建 

     築費○○円、計○○円を全額融資により、対応されるとの事でございます。 

     生活排水につきましては、合併浄化槽で処理後、北側市道側溝に排水しま 

     す。雨水なども同様に北側市道側溝に排水します。 

      整理番号５番、場所が大字○○、田２筆、７６５㎡を太陽光発電施設用 

     地として、申請するものでございます。権利関係は売買です。工事期間は 

     令和３年３月１５日から令和３年８月１５日までとなっております。事業 

     費につきましては、土地取得費○○円、パネルなど機器費○○円、工事費 

     ○○円、諸経費○○円、計○○円を全額自己資金により対応されるもので 

     ございます。雨水などの排水につきましては、集水桝に排水して、地下浸 

     透で処理するとの事でございます。１２６ページをご覧ください。 

      整理番号６番、場所が大字○○、田２筆、畑２筆、計４筆１，４３０㎡ 

     と記載していますが、１，４３０．３３㎡ですのでご訂正をお願いいた 

     します。太陽光発電施設用地として申請するものです。権利関係は売買で 

     す。工事期間は令和３年３月１５日から令和３年８月１５日までとなって 

     おります。事業費につきましては、土地取得費○○円、パネルなど機器費 

     ○○円、工事費○○円、諸経費○○円、計○○円を全額自己資金により 

     対応されるものでございます。雨水などの排水につきましては、集水桝に 

     排水して、地下浸透で処理するとの事でございます。１２８ページをご覧 

     ください。 

      続きまして、議案第６２号の「非農地証明願いについて」ご説明いたし 
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     ます。今月の証明願い件数は３件です。申出人の住所・氏名、立地基準に 

     ついては省略させていただきます。１２９ページをご覧ください。 

      整理番号１番、場所が大字○○、畑１筆、１，２１２㎡です。申請理由 

     は山林です。 

      整理番号２番、場所が大字○○、畑１筆、１，４６３㎡です。申請理由 

     は山林です。 

      整理番号３番、場所が大字○○、畑１筆、６５８㎡です。申請理由は 

     原野です。以上、ご審議方よろしくお願いいたします。 

尾山議長  事務局の説明が終わりました。議案第５９号から第６２号については、 

     １月２８日、第１小委員会で審議がされておりますので、ここで第１小委 

     員会から報告をお願いします。 

下原第１小委員長 議長。 

尾山議長  下原第１小委員長。 

下原第１小委員長 それでは、第１小委員会の報告を行います。会長から招集を受け 

     まして、１月２８日に委員１０名、事務局３名の計１３名の出席のもと、 

     第１小委員会を開催いたしました。今回の議案は、事業計画変更１件、 

     農地法第４条１件、農地法第５条６件、非農地証明願い３件、計１１件 

     です。それでは、議案ごとにご説明いたします。 

      議案第５９号、事業計画変更申請２６件は同一事業のため、まとめて 

     ご説明いたします。また、議案第６１号、農地法第５条、整理番号１番 

     から３番についても関連がございますので併せてご説明いたします。 

      平成３０年８月総会で皆様にご審議いただき、許可相当として、 

     県に意見書を進達し、令和元年８月に許可となった案件でございますが、 

     許可を受けた会社が、会社法による会社分割が行われ、事業主体が変更と 

     なった事と前回申請時に相続登記が完了せず、申請できなかった農地４筆 

     を追加するための申請となります。また、農地法第５条ついては、この４ 

     筆の追加に伴う所有権移転に伴う転用申請となっております。場所は、 

     場所は○○地区です。○○公民館から西へ約１．４キロに位置します。 
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     申請地の状況は、転用許可済みの雑種地と山林となっています。現在、 

     前回の許可に伴う造成中であります。周囲に農地は無い事から農地への影 

     響はないと判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、議案第６０号、農地法第４条整理番号１番についてご説明 

     いたします。申請人は、椎茸原木用にクヌギを植林するため、今回申請を 

     行うものです。場所は○○地区です。○○から南西に約２００ｍのところ 

     に位置します。申請地の状況は、東側は道路、西側は河川、南側は国道、 

     北側は道路に接しています。周囲に農地は無い事から農地への影響はない 

     と判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      次に議案第６１号、農地法第５条についてご説明いたします。整理番号 

     １番から３番につきましては、議案第５９号、事業計画変更申請で説明 

     いたしましたので、割愛いたします。 

      それでは整理番号４番について、ご説明いたします。譲受人は今回、 

     一般個人住宅を建設したく、申請するものです。場所は○○地区です。場 

     所は○○から北西に約７００ｍのところに位置します。申請地の状況は、 

     東側が畑、西側が畑、南側が畑、北側が宅地に接してています。三方向に 

     農地がありますが、農地の所有者に対して、事業の説明を行っており、 

     また、農地に影響の無いように住宅を建築するとの事なので農地への影響 

     はないと判断しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号５番についてご説明いたします。譲受人は今回、 

     太陽光発電施設を建設したく、適地を探していましたが、適地を見つけた 

     ので所有者である譲受人に相談したところ、了承を得たので申請するもの 

     です。場所は○○地区です。○○公民館から北西に約５０ｍのところに位 

     置します。申請地の状況は、東側が宅地、西側が畑、南側が道路、北側が 

     原野に接しています。西側に畑がございますが、遊休農地となっている事 

     から農地への影響はないと判断しました。その他、特に問題は見当たり 

     ませんでした。 

      続きまして、整理番号６番について、ご説明いたします。譲受人は整理 
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     番号５番と同一で、太陽光発電施設用地として、申請するものです。場所 

     は○○地区です。整理番号５番の申請場所のすぐ南側に位置します。申請 

     地の状況は、東・南・北側の三方向が道路、西側が宅地に接しています。 

     周辺に農地は無い事から農地への影響はないと判断しました。その他、 

     特に問題は見当たりませんでした。 

      次に議案第６２号、非農地証明願いの整理番号１番につきまして、ご説 

     明いたします。申請地は○○地区で現況は山林となります。その土地が 

     森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が 

     著しく困難であると判断しました。その他、特に問題は見当たりません 

     でした。 

      続きまして、整理番号２番につきまして、ご説明いたします。申請地は 

     ○○地区で現況は山林となります。その土地が森林の様相を呈している 

     など農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難であると判断し 

     ました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      続きまして、整理番号３番につきまして、ご説明いたします。申請地は 

     ○○地区で現況は原野となります。その土地の周囲の状況からみて、 

     その土地を農地として復元しても継続して利用することができないと判断 

     しました。その他、特に問題は見当たりませんでした。 

      以上、第１小委員会は、慎重・審議しました結果、事業計画変更許可 

     申請１件、農地法第４条申請１件、農地法第５条申請６件、非農地証明願 

     い３件、計１１件については、全会一致で許可相当及び非農地としても 

     やむを得ないと判断いたしました。 

      皆さまにご審議をお願いしまして、第１小委員会の報告を終わります。 

尾山議長  続きまして、事務局より判断根拠の説明をお願いします。 

事務局   議長。 

尾山議長  事務局。 

事務局   判断根拠をご説明いたします。農地法第４条、農地法第５条の規定に 

     よる転用許可申請において、一般基準につきましては、申請書に基づき審 
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     査した結果、問題ございませんでした。立地基準につきましても小委員長 

     報告にありましたとおり、問題ないとのことでございます。また、非農地 

     証明願いについて、県が示す証明書交付手続き要領及び市農業委員会非農 

     地判定に係る取扱基準に合致していると判断いたします。よって、今月の 

     議案第５９号から第６２号の計１１件につきましては、転用許可基準及び、 

     非農地判断基準を全て満たしていると判断いたします。以上でございます。 

尾山議長  ただ今、第１小委員長報告及び事務局の説明がありました。これより審 

     議に入ります。議案第５９号及び議案第６１号整理番号１番から３番は 

     同一事業であるため、一括して審議いたします。まず、先に議案第５９号 

     及び議案第６１号整理番号１番から３番の審議に入ります。各委員の質疑 

     を求めます。質疑はありませんか。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。議案第５９ 

     号及び議案第６１号整理番号１番から３番に対する第１小委員長の報告は 

     許可相当でであります。また、事務局の判断も許可相当であります。お諮 

     りいたします。議案第５９号及び議案第６１号整理番号１番から３番は 

     原案のとおり承認することに賛成の委員の挙手を求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。議案第５９号及び議案第６１号整理番号１番から 

     ３番は原案のとおり、許可相当として知事に意見書を送付いたします。 

     それでは、議案第６１号整理番号１番から３番を除く、議案第６０号から 

     第６２号の審議に入ります。各委員の質疑を求めます。質疑はありません 

     か。 

      （なしと言う者多数あり） 

尾山議長  質疑なしの発言がありましたので、質疑を終結いたします。議案第６１ 

     号整理番号１番から３番を除く、議案第６０号から第６２号に対する第１ 

     小委員長の報告は許可相当であります。また、事務局の判断も許可相当で 

     あります。お諮りいたします。議案第６１号整理番号１番から３番を除く、 
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     議案第６０号から第６２号は原案のとおり承認することに賛成の委員の挙 

     手を求めます。 

      （全員挙手） 

尾山議長  全員賛成と認めます。議案第６０号及び第６１号は原案のとおり、許可 

     相当として知事に意見書を送付いたします。また、議案第６２号はお諮り 

     のとおり決定いたしました。 

      以上で本日の議案審議は終了いたしました。 

 

           終了時間 午前１０時５４分 

 

 


